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会員数

405名

入 会

3名

退 会

0名

会員数

408名
男

359名
女

49名

内　　訳

内訳　個人事務所開業　　男 357名 女 49名
　　　行政書士法人社員　　男 2名 女 0名

•ì•¬‚µ‚½•‘—Þ‚É‚Í•A•Eˆó‚ð‰Ÿ‚·‚±‚Æ‚ª‹`–±•t‚¯‚ç‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·•BŒÂ•l•î•ñ‚ÌŠÇ—•‚Í•A‚µ‚Á‚©‚è‚Æ•B

•u•E–±•ã•¿‹••‘•v‚ÌŽg—pŠúŒÀ‚ª”—‚Á‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚Ì‚Å‚²’•ˆÓ‰º‚³‚¢•BŽg—p‚µ‚½•E–±•ã•¿‹••‘‚Ì”Ô•†‚ÍŽ–Œ••ë‚É•K‚¸‹L˜^‚µ‚È‚¯‚ê‚Î‚È‚è‚Ü‚¹‚ñ

“ú•s˜A‚Ì–ðŠ„‚ÆŽ ‰ê‰ï‚Ì–ðŠ„•i‚»‚Ì‚P•j“ú•s˜A‚Ì–ðŠ„‚ÆŽ ‰ê‰ï‚Ì–ðŠ„•i‚»‚Ì‚P•j
Ž ‰êŒ§•s•­•‘Žm‰ïŽ ‰êŒ§•s•­•‘Žm‰ï  ‰ï’·‰ï’· •@•@•·•••@•·•••@     —²—²

“ú•s˜A‚Ì–ðŠ„‚ÆŽ ‰ê‰ï‚Ì–ðŠ„•i‚»‚Ì‚P•j
Ž ‰êŒ§•s•­•‘Žm‰ï ‰ï’· •@•·•••@  —²

ŒÎ–kŽx•” •@“Œ–ì –í —]’j

“ ü‰ ïŽ Ò

　
1043

1044
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07250037

07250086

07250087

H19.1.1

H19.1.15

H19.1.15

近藤　雅人

妹尾　信也

村山　敬子

　
520-0101

520-0502

520-2153

大津市雄琴6-15-16
TEL.077-577-1730 FAX.077-577-1731
E-mail:
大津市南小松100
TEL.077-596-0143 FAX.077-596-0143
E-mail:seno-s@mx.biwa.ne.jp
大津市一里山4-16-10 シャンポール一里山3-A号
TEL.077-545-5625 FAX.077-545-5710
E-mail:murachan_profit@yahoo.co.jp

会員
番号

登　録
番　号

氏　　　名
入会年月日 郵便番号 事務所所在地

（TEL・FAX・E-mail）

– @• l “ Í

　
H19.1.10

H19.1.10

杉江　義一

藤田　吉廣

　
524-0211

525-0055

守山市木浜町2298-1
すぎえ行政書士法人　守山センター
TEL.077-584-2545 FAX.077-584-2505
草津市野路町378
すぎえ行政書士法人　草津事務所
TEL.077-564-7272 FAX.077-564-8161

成立年月日 氏　　　名 郵便番号

10

16

名簿頁事務所所在地
（TEL・FAX・E-mail）
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１月５日（金）第３回正副会長会議 
  （於）事務局会議室 ４名出席
１月６日（土）編集会議
  （於）事務局会議室 ５名出席
   広報部会
  （於）事務局会議室 ８名出席
   参議院議員山下英利新春賀詞交歓会
  （於）大津市　琵琶湖ホテル 井上支部長出席
１月９日（火）平成１９年滋賀県社会保険労務士会新春賀詞交歓会
  （於）草津市　クサツエストピアホテル 山口副会長出席
   瀬田定例合同相談所（くらしの相談所）
  （於）大津市　瀬田アルプラザ　 山口副会長出席
１月１１日（木）平成１８年度法定業務研修会
 （運輸交通業務・効果測定）第４日目
  （於）大津市　滋賀会館文化実習教室 １３名出席
   平成１９年大阪府行政書士会新年賀詞交歓会
  （於）大阪市　三井アーバンホテル大阪ベイタワー 盛武会長出席
１月１４日（日）衆議院議員うえの賢一郎２００７新年会
  （於）大津市　琵琶湖ホテル 盛武会長、井上支部長出席
   川ばた達夫年賀会
  （於）大津市　アル・マーレ 盛武会長、井上支部長出席
   衆議院議員田島一成「２００７年新春の集い」
  （於）長浜市　長浜ロイヤルホテル 遠藤会員出席
１月１７日（水）監察部会
  （於）事務局会議室 ６名出席
   平成１８年度合同業務研修会（パートⅡ）
  （於）栗東市　栗東ウィングプラザ ４０名出席
１月１８日（木）日行連理事会
  （於）行政書士会館地下講堂 盛武会長出席
１月１９日（金）日行連賀詞交歓会
  （於）東京都　全日空ホテル　 盛武会長、小島副会長、井上支部長出席
   高島一日合同行政相談所開設（行政評価事務所主催）
 　 （於）高島市　Ａコープ新旭店 中村進理事出席
１月２０日（土）常設くらしの無料相談所
 　 （於）事務局会議室 井上（超）会員、古川会員出席
   平成１９年衆議院議員藤井勇治さんを囲む新春の集い
  （於）長浜市　北ビワコホテルグラツィエ 北村幹事出席
１月２２日（月）第２回部長会　
  （於）事務局会議室 ９名出席
   第６回理事会
  （於）事務局会議室 １３名出席
１月２３日（火）近畿地方協議会「ＡＤＲ担当者会議」
  （於）大阪市　大阪府行政書士会館 
  江南、林ＡＤＲ対策特別委員出席
１月２４日（水）彦根一日合同行政相談所（行政評価事務所主催）
  （於）彦根市　アルプラザ彦根 小西彦根支部長、野坂会員出席
１月２５日（木）平成１８年度日行連伝達研修会の伝達（第１日目）
  （於）栗東市　栗東ウィングプラザ １９名出席
１月２６日（金）日政連滋賀県支部第５回幹事会・
   第１回行政書士地方議会議員協議会合同会議
  （於）事務局会議室 １１名出席
１月２７日（土）平成１８年度日行連伝達研修会の伝達（第２日目）
  （於）栗東市　栗東ウィングプラザ １１名出席
１月３０日（火）平成１８年度著作権研修会
  （於）大津市　滋賀会館特別集会室Ｃ ８名出席

　この冬は異常暖冬らしく、ワシントンでは早くも桜が
咲き、モスクワでは熊が冬眠できず不眠になっているの
だとか。このようなニュースと共に、新年の幕開け以来、
連日のように想像を絶する非情な事件が報道され、もは
や自然界だけでなく人の心にも、とてつもない異変が起
きているような気がします。
　このような世情の中で、とりわけ常に人と深く関わり
合って仕事をしている私たちは、現実を正しく知るため
の冷静さや他を思いやれる想像力、あらゆることに対応
できる柔軟性などを、しっかり持ち合わせていなければ
ならないと思う今日この頃です。 （神山由美子）

　
　
　

平成１７年６月２２日以降新様式へ無償差し替え・新規購
入された、職務上請求用紙（対象　ＮＯ.０５－１６６４００１～０
５－１６７４２００）は、２００７年（平成１９年）３月３１日をもって、
使用ができなくなりますのでご注意下さい。使用の際は、
新規購入をお願いします。詳細は事務局へお問い合わせ
下さい。

（財）行政書士試験研究センターより行政書士試験の結
果が１月２９日に発表されました。
試験状況
（１） 試験日　　平成１８年１１月１２日
（２） 試験会場　滋賀大学彦根キャンパス
（３） 昨年との比較
  申込者数 受験者数（Ａ） 合格者数（Ｂ） 合格率（Ｂ／Ａ）
 平成１８年度 ７８２人 ６３８人 ２９人 ４．５５％
 平成１７年度 １１７８人 １０１６人 ２４人 ２．３６％
 全国平均合格率＝１７年度２．６２％、１８年度４．７９％

　行政書士試験の内容が改正され初めての試験となった
が、受験者には相変わらず狭き門である。この合格者の
中から一名でも多くの入会者を期待したい。
　なお、試験結果の詳細については（財）行政書士試験
研究センターのホームページで確認されたい。
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　国民の利便に資するために、行政書士制度構築のビ
ジョンを分かり易く示し、内外の理解を得てその目的
を達成することが、５億５千万円余を年間予算とする
日行連の最大の事業である。日行連では理事会で法改
正項目を決議し、優先順位を付け、その実現のために
積極的な取り組みを行ってきた。行政・立法・司法機関、
各種事業者団体や政党本部等の外部団体に対応するの
は日行連の役割である。特に会長は常に明確な主張を
繰り広げる広告塔としての役割が求められている。そ
の行動は全国会員の意見を代表するものであり、その
機軸がぶれないことが外部の信頼を得る要である。
　単位会は日行連の事業目的とあわせて独自の事業を
遂行する。国会での法改正は日行連でなければなし得
ないが、単位会は地方議員を通じて地方自治体の政策
や地方議会における条例等の制定に関与出来る。さら
に地方選出の国会議員との密接な交流が下支えとなっ
て日行連と一体化するのである。今回は会員各位によ
る組織の費用対効果測定に資するため、日行連と単位
会の役割について述べる。
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　法改正は政治連盟が主体的に行うものと誤解されや
すいが、日政連が独自に法改正等の方針を掲げ、単独
で公の場に出ることはあり得ない。行政・政治等の公
式の場では、公的団体として日行連会長が法改正を要
望し、その説明を行うことが求められる。
　日政連は政治団体として、会員の思想信条の自由を
基本として特定政党に偏ることなく、日行連が定める
行政書士制度向上のために必要な政治上の施策を推進し、
それに呼応する政党を支持し、行政書士制度に重要な
影響を及ぼすことには反対することを本来の目的とす
る団体である。この主張の一貫性を保持するため、日
行連と日政連の会長は同一人とし、主張にブレやズレ
がない仕組みを継承してきた。法改正は共通の組織目
的だが、政治活動は日政連が主役、法改正は日行連の
責務というべきであり、責任と役割の分担が明確化さ
れている。
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　日政連は選挙において特定の候補者を推薦し支持する。
公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」
を明確に区別している。政治活動とは、「政治上の目
的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動
にわたる行為を除いた一切の行為をいう」ものとされ
ている。各党議員連盟の結成は政治連盟の活動の成果
である。
　日政連の活動として最大の事業である政党又は議員
を支援する選挙運動は、流した汗すなわち、地方支部

の動員数と支持した議員の当選者数によって評価され
ると見るべきである。この成果が日行連の法改正要望
を実現する原動力となる。国政選挙は日政連と単位会
支部との協力事業であり、地方選挙は単位会支部の活
動の見せ場でもある。活動の力強さが国政選挙にも影
響を及ぼす。選挙支援事業は政治連盟の活動成果を評
価する一大イベントであると言えよう。
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　法改正すなわち行政書士制度の発展と充実のために
必要な主張を、政府や政党、議会の議員、関係団体等
の政策に反映させることを目的として行うロビー活動
の最適任者は日行連会長である。それを支援するのが
単位会会長である。いかに顔が売れているかというこ
とは、両者の日頃の活動の成果を示す重要な要件である。
日行連の対策本部や委員会が、外部の様々な学会、政
治家や学者等が構成員となる研究会及び勉強会、関係
省庁担当者との協議会や検討会等での意見交換や交流
を通じて理論構築を行い、シンクタンクとしての役割
を果たしてきた。
　交流を通じて日行連の主張を理解された方々が、様々
な場所で取り上げ政策化し活用すれば、日行連はシン
クタンクを持つ団体としての威力を発揮することが出
来る。リンクの張り方に創意と工夫が必要である。
　組織の力を最大限に活かすのが日行連会長である。
政府の各種委員会・審議会、学会の名簿と賀詞交歓会
招待者の名簿を照合し、出席者数を見ればその活動の
深さ厚さが判定出来る。
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　制度発足から５５年、法改正は３１回行われた。①「平成
１５年の第９次となる行政書士法の改正」と②「他の法
律の改正に伴う２１回の改正」とに分けられる。例えば③
「電磁的記録を業務とする」改正は「オンライン化三法」
の制定に伴い改正された。税務申告、申請取次業務等が
行政書士法以外の他の法律により定められている。
　これは行政書士関係者が他の法律の改正や新設に注
意を払い、行政書士に影響を及ぼすものであれば、そ
の法に行政書士に関する措置を明確に書き込むことが
できた成果である。例えば地方分権一括法の改正原案は、
国家資格から知事資格への移行を促すものであった。
その解決策として日行連が資金を拠出し（財）行政書士
試験研究センターを設立することで国家資格を維持し
たのである。これにより試験事務の施行という官の業
務が各都道府県行政書士会という民間に委託されると
いう副次的効果を生み、官業の受託収入は累計で約６
億円と推定されている。さらに行政書士を目指す者の「受
験機会の確保」という社会貢献事業となっている。

（以下次号）

　月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也。舟の
上に生涯をうかべ、馬の口とらえて老をむかふる物は、日々
旅にして旅を栖（すみか）とす。これは奥の細道の一節です。
さて私たちは一体どんな旅をしているのだろうか。地球
は一年かかって太陽の周りを一周しますが、この地球と
いう大きな船に乗って私たちは毎日大きな宇宙の旅を続
けていることになります。

　そこでこの旅の大きさはどれ程でしょうか。太陽の光
が地球に到達するに約１０分かかります。光の速さは秒速
３０万kmですから、６０×１０×３０万km＝１億８千万kmとな
ります。これを半径とする円周上（地球軌道は便宜上円
とする）を地球は回っています。その距離は１億８千万
km×２×π≒１２億３千万kmとなります。この膨大な距
離の旅を大きな船に乗って知らず知らずのうちに宇宙旅
行をしているのです。一生のうちには正に１千億km位の
旅を続けていることになります。而も地球自身も１日１
回転していますから移転する距離は更に大きくなります。
人生とは気の遠くなる様な宇宙の旅であり、旅のすみか
でもあります。

　地球が誕生してから４０億年と云われてます。この永劫
の間１秒の狂いもなく太陽の周りを回り続けている。太
陽を回る軌道面と地球の自転する回転軸とは２３°半傾いて、
この傾いたままの姿勢でこれを是正することなく周り続
けています。不思議な現象と言えます。

　地球上ではこの傾きを太陽の位置によって北（南）回
帰線と呼んでいます。しかしこの傾きがあるからこそ地
上には都合のよい現象が起きている。先ず毎日太陽の通
る位置が少しづつ変化している。太陽の通る位置が最も
低いのは冬至の頃で太陽の熱エネルギーを受けるのも最
も弱く寒い冬となり、これに反して太陽が最も高くなる
のが夏至で熱エネルギーも最も高く暑い夏の季節となる。
その中間の季節が春と秋である。かくて日本では春夏秋
冬が判然と生じ、私たちの生活も一年を通じ潤いのある
生活を送ることができるのです。　

若しこの地軸の傾きがなく地球の公転軸と地球の自転
軸が垂直であるとしたら一体どんな現象が起きるだろう
か。太陽は何時も地球の赤道上を通過するので昼夜は半
分である。日出、日入も年中同じ位置で時刻も毎日同じ
繰り返しで、四季の変化は全く生じない。而も月も同じ
半面上で回転運動をすると月の満ち欠けは生じるけれど
も、満月の夜は必ず月食となり朔日の日は必ず日食が起
こる。夏冬の変化がないから樹木に年輪はない。何時が
花やら盛りやら分からない。人の暮らしはどうか。一年
の区切も実感がない。ただ月の満ち欠けは確実に起きて
いる。太陽暦より旧暦の方が分かりやすくなるのかもし
れません。
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平成１８年７月、ＩＳＯ１４００１の認証を取得された株式会
社　針谷商店を事務所写真を添えてご紹介したいと思います。

会社概要　　
　社　　名 株式会社　針谷商店
　資 本 金 ２，０００万円
　設　　立 昭和４９年６月
　業務内容 産業廃棄物収集運搬業
　　　　　 一般貨物自動車運送事業
　所有車両 トラック・タンクローリー・バキュウム車等

私と㈱針谷商店とのお付き合いは、「一般貨物自動車運送
事業営業許可」の申請依頼があった平成１４年から始まります。

それからは、様々なご相談をお受けすることになり、
現在に至っているのですが、平成１７年１月にＩＳＯの認
証を取りたい旨のお話を伺いました。当初は、コンサル
タント会社を紹介いただけないかというお話で、私もい
ろいろ調査いたしましたところ、偶然にも取引のある企
業が、ＩＳＯ１４００１と９０００の同時取得を自力で行ったと耳
にしたのです。お話を聞くうちに、これは行政書士の仕
事であると感じたのです。

コンサルタント会社に任せる
ことが、㈱針谷商店にとってベ
ストであるかどうかを考えた結
果、ＩＳＯの認証を取得すると
いうことは、それ自体よりも、
むしろシステムを維持管理して
いくことが重要であり、困難さ
があると知りました。

そこに、行政書士としてお役に立てることがあると信じ、
認証取得から顧問としてこの仕事をお引き受けすること
になったのです。

また、針谷社長は、日頃から業務の安全対策、環境へ
の取り組みにも積極的で、従業員に対する自社教育他、
経営者として先取の気概を持たれていたということもお
引き受けの大きな要因でした。

ただ、この仕事は１人ではできない。協力者・・・そ
れもスキルのある人が必要でした。

そこで、大津支部の吉田夕紀江さん、湖南支部の林秀
樹さんに協力を依頼し、チームをスタートさせたのです。
様々に発生する問題を㈱針谷商店と力を合わせて乗り越え、
認証取得できたことは、何ものにも替えがたく、この機
会と経験を与えてくださった針谷社長に、この紙面をお
借りして心からお礼を申し上げたいと思います。

皆さんの今後の参考になるかと思い、認証取得までの
標準スケジュールと参考図書の一部を載せておきます。

＊標準スケジュールの概要
審査機関への申請（Ｈ１７．４）→事前調査→第１段

階登録審査→第２段階登録審査→判定委員会における
審議→登録及び公表（Ｈ１８．７）
＊参考資料
　対訳ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム
　ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム構築ガイドブック

　　　　　　㈱ぎょうせい発行
　環境マネジメントシステムと環境監査

　中小企業基盤整備機構

晩秋の気配残る昨年１２月５日、同年１０月に開設された
法テラス滋賀を訪問し、取材させて頂きました。所在は
京阪浜大津駅すぐの大津商中日生ビル５Ｆ。琵琶湖を望む、
清潔感がありゆったりとした明るいエントランスには、
受付カウンターと待合い椅子、申込書記入台があり、そ
の奥には相談室が２室程用意されていました。当日は、
副所長で司法書士の藤原様と局長補佐の西田様にお相手
をしていただき、法テラスの現況についての基本的なお
話をお伺いさせていただきましたので、以下にその概要
を列記したいと思います。

法テラスには、初めから多くの相談が寄せられ、内容
としては、全国、滋賀とも大凡共通して相続や金銭関係、
夫婦関係のものが多いようです。寄せられた相談に対して、
弁護士や司法書士以外の機関の情報を提供した例としては、
市役所や社会福祉協議会、消費生活センター、男女共同
参画センター等がありました。どの機関も無料相談をし
ている点がポイントです。法テラスは利用者に「各種法
制度に関する情報提供」はするものの実質的な法律相談
を行うというわけではないからです。（民事法律扶助に
該当するケースを除く）

その他、法テラスでは、頻繁に寄せられる相談は逐次
データベース化し活用されています。これらは将来公開
の予定もされているそうで楽しみです。

法テラス利用の際の基本的流れとして知るべきは、先
ずコールセンター［０５７０－０７８３７４（おなやみなし）］に連
絡してもらうことです。これは、各地方事務所に多数の
問い合わせが集中すると事務所が機能しなくなる恐れが
あるからです。コールセンターにはオペレータが待機し
ており、消費生活有資格者、弁護士等の配置もあります。
その後事案によっては地方事務所に繋ぎ、適切な機関を
紹介することになります。我々行政書士も法テラスのこ
のような特徴をよく理解しておく必要があるでしょう。

最後に、当会に対してもチラシ等の資料により会の無
料相談会の情報提供をお求めいただきました。行政書士
も隣接法律専門職者として、法テラスの活動に大いに協
力し社会貢献ができればと感じました。

ご多用中にもかかわらず、我々の訪問に快諾を下さり、
親切にご対応いただいた法テラス滋賀の藤原様、西田様、
スタッフの皆様に御礼申し上げます。

１月１７日水曜日１０時
から１７時まで、ウィー
クデーにもかかわらず
たくさんの会員が参加
され、テーマであるＡ
ＤＲ、入管業務につい
ての関心の高さを改め
て知りました。

ＡＤＲについては、大阪会の高熊先生より各会の動き
を始め、ＡＤＲの基本を、裏話も含めてわかりやすくお
話ししていただきました。

午後からは重田先生より、要件事実論をADRにあては
めた説明をしていただき、勉強になりました。

そして入管業務については京都会会長の姫田先生のお話。
設問について参加者に質問されたときはどきどきしま

したが、とても実践的なお話で、益々入管業務に興味が
わきました。

もちろんどれも難しい業務にはかわりありませんが、
行政書士業務の幅の広さを生かし、挑戦していけたらと
思いました。

有意義な研修をありがとうございました。

（行政書士法と他の士法）
行政書士法以外の他の士法は政府提案によって制定さ

れた法律である。その改正は所管する省庁との協議に
より大枠が確認され、各省庁の手で法律の改正案が作
成される。一方、行政書士法は議員立法によって成立
したものである。従って改正するにしても主として各
議員からの提案によって改正ができるのである。ゆえ
に行政書士法を改正するには非常に大きな労力と多く
の時間が必要なのである。法改正に関する政治活動は（行
政書士会では出来ず、ただ主務官庁への働きかけしか
できない）政治連盟の力を借りなければ出来ないので
ある。

行政書士法の第１条に、「その業務の適正を図ること
により、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あ
わせて、国民の利便に資することを目的とする。」と
書いてある。それを実現できれば良いが、実現できな
くても武器とする法改正によって近づきたいものである。


